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(57)【要約】
【課題】少ない検出電極数でスライド方向および位置の
検出を可能とする静電入力装置を提供する。
【解決手段】非導電性のベースパネル２００と、ベース
パネル２００の上面に操作者の手指等でスライド入力操
作される方向に長尺状に形成された接触検出用タッチ電
極１００と、ベースパネル２００の下面に操作者の手指
等でスライド入力操作される方向に長尺状に形成された
接触検出用タッチ電極１００と、を備えた入力センサ５
０と、スライド容量検出部４８１、接触容量検出部４８
２、スライド入力位置判定部４８３、接触判定部４８４
等からなる検出制御部４８０を有して概略構成する。接
触検出用タッチ電極１００に操作者の手指である検出対
象物１１０が接触したと判断された場合にのみタッチ操
作方向の検出またはタッチ位置の検出を行なう。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力接触面上または前記入力接触面に沿って設けられ、長尺状に形成された第１の電極
と、
　前記第１の電極から離間して設けられ、長尺状に形成された第２の電極と、
　前記第１の電極への検出対象物の近接または接触により前記第１の電極から検出される
静電容量、及び、前記第２の電極から検出される静電容量に基づいて、前記検出対象物の
操作方向または操作位置を検出する検出制御部と、
　を有することを特徴とする静電入力装置。
【請求項２】
　前記第２の電極は、前記検出対象物が前記入力接触面上の異なる位置に近接または接触
したときに、異なる静電容量値を検出するように、前記入力接触面に対して傾斜して形成
されていることを特徴とする請求項１に記載の静電入力装置。
【請求項３】
　前記第１の電極、及び、前記第２の電極は、前記入力接触面の法線方向に投影した状態
で、互いに重ならずに所定の間隔を有して配置されていることを特徴とする請求項１又は
２に記載の静電入力装置。
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、静電入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スライド操作量を検出してその方向と操作量を入力するスライド入力装置として
、光学式、抵抗膜式等の種々のものが提案され使用されている。例えば、直線または平面
曲線もしくは空間曲線状の所定の軌跡上に連続して複数のタッチ検出センサーを配したタ
ッチ検知手段を有す入力装置において、軌跡上を倣って繰り返しタッチ入力される長さと
方向とを取り込む手段を持つタッチ入力検知装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このタッチ入力検知装置によれば、複数のタッチ検出センサーにより、連続した多くの
項目、データが検出可能であり、これを使用して多くの機能やデータの選択を行ったり、
多くの機能を簡単に利用することが出来る電子機器等を構成することが可能になるとされ
ている。
【０００４】
　また、所定領域を占める薄膜状に形成されている一つの電極と、その電極と接続されて
この電極に向けて帯電された帯電体を接近または接触させることで、その帯電体と電極と
の間で生じる静電容量に応じた出力信号を出力する出力手段とを備えた入力装置がある（
例えば、特許文献２参照）。
【０００５】
　この装置は、電極が所定方向に延出し、その所定方向に延出する両縁部の間隔が第１の
幅で形成される第１の領域と、その第１の領域の第１の幅よりも長い又は短い第２の幅で
形成される第２の領域とを有するように形成されており、出力手段によって出力される出
力信号が示す出力値の変化を調査する調査手段と、その調査手段による調査結果に応じて
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、電極が延出する所定方向に向けて帯電体を電極に対して接近または接触させた状態でス
ライドさせる操作がされたのかを特定する特定手段とを備える。このタッチ入力装置によ
れば、簡単な構成で、スライド操作がされたのかを特定することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２９３６０６号公報
【特許文献２】特開２０１０－５６００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載のタッチ入力検知装置は、複数のタッチ検出センサを多数連
続して配置した構成とする必要がある。このため、静電検出回路の規模が大きくなり、電
極と回路の接続線数が多くなりコスト高になるという問題もあった。また、特許文献２に
記載の入力装置は、１つの電極でスライド操作の方向を検出することができるが、帯電体
が電極に対して接触した状態でスライド操作されたのかの判断がなされず、検出精度が低
いと共に、位置検出ができないという問題もあった。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、少ない検出電極数でスライド方向および位置の検出を可能と
する静電入力装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　［１］本発明は、上記目的を達成するため、入力接触面上または前記入力接触面に沿っ
て設けられ、長尺状に形成された第１の電極と、前記第１の電極から離間して設けられ、
長尺状に形成された第２の電極と、前記第１の電極への検出対象物の近接または接触によ
り前記第１の電極から検出される静電容量、及び、前記第２の電極から検出される静電容
量に基づいて、前記検出対象物の操作方向または操作位置を検出する検出制御部と、を有
することを特徴とする静電入力装置を提供する。
【００１０】
　［２］前記第２の電極は、前記検出対象物が前記入力接触面上の異なる位置に近接また
は接触したときに、異なる静電容量値を検出するように、前記入力接触面に対して傾斜し
て形成されていることを特徴とする上記［１］に記載の静電入力装置であってもよい。
【００１１】
　［３］また、前記第１の電極、及び、前記第２の電極は、前記入力接触面の法線方向に
投影した状態で、互いに重ならずに所定の間隔を有して配置されていることを特徴とする
上記［１］又は［２］に記載の静電入力装置であってもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一形態によれば、少ない検出電極数でスライド方向および位置の検出を可能と
する静電入力装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置全体の概略構成図である
。
【図２】図２（ａ）は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置の入力センサ部の
全体斜視図であり、図２（ｂ）は、入力センサ部を上方向からみた上平面図である。
【図３】図３は、図２で示した入力センサ部の変形例を示す図２（ａ）相当の全体斜視図
である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置の並行平板モデルを示す
図である。
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【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置の検出容量と横軸時間と
の関係を示すグラフである。
【図６】図６は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置のタッチ操作方向の検出
フローチャートである。
【図７】図７（ａ）は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置の入力センサ部の
全体斜視図であり、図７（ｂ）は、入力センサ部を上方向からみた上平面図である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置において、左端部を基準
として右方向（Ｘプラス方向）にＸをとったときの、位置（距離）及びその位置での電極
間距離を示す説明図である。
【図９】図９は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置のタッチ位置の検出フロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置全体の概略構成図である。静電
入力装置１０は、ベースパネル２００、ベースパネル２００の上面に操作者の手指等でス
ライド入力操作される方向に長尺状に形成された接触検出用タッチ電極１００、及び、ベ
ースパネル２００の下面に操作者の手指等でスライド入力操作される方向に長尺状に形成
されたスライド操作検出用タッチ電極１５０とを有して構成される入力センサ部５０と、
接触検出用タッチ電極１００への検出対象物の近接または接触により接触検出用タッチ電
極１００から検出される静電容量、及び、スライド操作検出用タッチ電極１５０から検出
される静電容量に基づいて、検出対象物の操作方向または操作位置を検出する検出制御部
４８０とから概略構成されている。
【００１５】
　図２（ａ）は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置１０の入力センサ部の全
体斜視図であり、図２（ｂ）は、入力センサ部を上方向からみた上平面図である。
【００１６】
　第１の電極である接触検出用タッチ電極１００は、導電性材料、例えば、銅系材料によ
る薄膜の長尺状に形成されたパターンであって、後述するベースパネル２００の上面に配
置されている。この接触検出用タッチ電極１００は、ベースパネル２００の入力接触面で
あるベース上面２００ａに配置されていることから、検出対象物、例えば、操作者の手指
が接触または近接することができる。また、長尺状に形成されているので、操作者の手指
がその長尺方向に操作されることで連続的にあるいは断続的にスライド入力することがで
きる。
【００１７】
　第２の電極であるスライド操作検出用タッチ電極１５０は、接触検出用タッチ電極１０
０と同様に、導電性材料、例えば、銅系材料による薄膜の長尺状に形成されたパターンで
あって、接触検出用タッチ電極１００から離間してベースパネル２００の下面に配置され
ている。スライド操作検出用タッチ電極１５０は、操作者の手指がベースパネル２００の
ベース上面２００ａの異なる位置に近接または接触したときに、異なる静電容量値を検出
するように、ベース上面２００ａに対して傾斜して形成されている。詳細は後述するが、
スライド操作時に、操作者の手指とスライド操作検出用タッチ電極１５０との間の距離が
スライド方向（長尺方向）に漸次変化するように形成されている。
【００１８】
　ベースパネル２００は、接触検出用タッチ電極１００及びスライド操作検出用タッチ電
極１５０を支持固定するためのものである。接触検出用タッチ電極１００を支持するベー
ス上面２００ａに対してベース下面２００ｂは所定の角度で傾斜して形成されている。こ
のベースパネル２００は、誘電体であり、例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）等の樹脂で
形成され、このＰＣの場合は、比誘電率εｒが約３である。
【００１９】
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　ここで、図２（ｂ）に示す接触検出用タッチ電極１００の幅Ｈ１及びスライド操作検出
用タッチ電極１５０の幅Ｈ２は、略同一とされている。この接触検出用タッチ電極１００
とスライド操作検出用タッチ電極１５０は、ベース上面２００ａの法線方向（Ｎベクトル
）に投影した状態で、図２（ｂ）に示すように、互いに重ならずに所定の間隔Ｗ１を有し
て配置されている。これにより、少なくとも対向面積が干渉しない構成とすることができ
る。
【００２０】
　また、ベース上面２００ａには、スライド操作の案内として、例えば図２（ａ）、（ｂ
）に示すような意匠マーク２２０である矢印が形成されている。意匠マーク２２０は、非
導電性材料により印刷等で形成されている。この矢印に従ってスライド等の操作を行なう
と、手指が接触検出用タッチ電極１００とスライド操作検出用タッチ電極１５０との間に
接触または近接する。これにより、手指とスライド操作検出用タッチ電極１５０との間の
静電容量が安定し、かつ、検出に十分な静電容量が確保される。尚、意匠マーク２２０は
、接触検出用タッチ電極１００とスライド操作検出用タッチ電極１５０に略等しい割合で
跨ってベース上面２００ａ上に形成されていることが好ましい。また、意匠マーク２２０
の幅Ｗ２は、手指とベース上面２００ａとの接触面積と同程度にすることが好ましい。
【００２１】
　図３は、図２で示した入力センサ部の変形例を示す図２（ａ）相当の全体斜視図である
。ベースパネル２００の下部に支持パネル２１０を設け、ベース上面２００ａが略水平に
なるようにすることで、入力センサ部５０を載置した状態で操作者が手指でベース上面２
００ａをスライド等の操作を行ないやすいようにすることができる。
【００２２】
　検出制御部４８０は、スライド容量検出部４８１、接触容量検出部４８２、スライド入
力位置判定部４８３、接触判定部４８４、通信制御部４８５から構成されている。この検
出制御部４８０には、接触検出用タッチ電極１００及びスライド操作検出用タッチ電極１
５０からの検出信号Ｖｓ１、Ｖｓ２が入力される。ここで、図１により、静電入力装置１
０の回路構成を説明する。
【００２３】
　図１において、交流信号を出力する発振器４００Ａは、この発振器４００Ａから出力さ
れた交流信号を増幅するアンプ４１０Ａとアンプ４１０Ａによって増幅された交流信号を
調整する負荷抵抗４２０Ａを介して直列に接触検出用タッチ電極１００の一端に接続され
ている。また、接触検出用タッチ電極１００の一端は、上記した負荷抵抗４２０Ａの一端
に接続されると共に、交流信号を増幅するアンプ４３０Ａと、所定の周波数のみを通過さ
せてノイズを除去するＢＰＦ（Band-Pass-Filter）４４０Ａと、交流信号を整流するダイ
オード等からなる整流器４５０Ａと、整流された整流信号をＤＣ信号にするＬＰＦ（Low-
Pass-Filter）４６０Ａに直列に接続されている。これにより、接触検出用タッチ電極１
００へのタッチ信号が検出信号Ｖｓ１として検出制御部４８０に入力される。
【００２４】
　スライド操作検出用タッチ電極１５０も同様に、交流信号を出力する発振器４００Ｂか
ら出力された交流信号を増幅するアンプ４１０Ｂとアンプ４１０Ｂによって増幅された交
流信号を調整する負荷抵抗４２０Ｂを介して直列にスライド操作検出用タッチ電極１５０
の一端に接続されている。また、スライド操作検出用タッチ電極１５０の一端は、上記し
た負荷抵抗４２０Ｂの一端に接続されると共に、交流信号を増幅するアンプ４３０Ｂと、
所定の周波数のみを通過させてノイズを除去するＢＰＦ（Band-Pass-Filter）４４０Ｂと
、交流信号を整流するダイオード等からなる整流器４５０Ｂと、整流された整流信号をＤ
Ｃ信号にするＬＰＦ（Low-Pass-Filter）４６０Ｂに直列に接続されている。これにより
、スライド操作検出用タッチ電極１５０へのタッチ信号が検出信号Ｖｓ２として検出制御
部４８０に入力される。
【００２５】
　上記示した構成において、発振器４００Ａから出力される交流信号は、アンプ４１０Ａ
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および負荷抵抗４２０Ａを介して直列に接触検出用タッチ電極１００に入力されている。
よって、接触検出用タッチ電極１００は交流電圧が印加された状態になっている。ここで
、操作者がベース上面２００ａにタッチすると、指と接触検出用タッチ電極１００との間
に静電容量Ｃ１が形成され、上記の交流電圧により交流電流が指を介して通電する。これ
により、接触検出用タッチ電極１００の交流信号の振幅は低下する。この電圧信号をアン
プ４３０Ａで増幅し、ＢＰＦ通過後に整流して、ＬＰＦにより直流信号として、指タッチ
により変化した検出信号Ｖｓ１が出力される。尚、この検出信号Ｖｓ１は、長尺方向の接
触位置によっては、基本的に変化しない。
【００２６】
　スライド操作検出用タッチ電極１５０も同様に、発振器４００Ｂから出力される交流信
号は、アンプ４１０Ｂおよび負荷抵抗４２０Ｂを介して直列にスライド操作検出用タッチ
電極１５０に入力されている。よって、スライド操作検出用タッチ電極１５０は交流電圧
が印加された状態になっている。ここで、操作者がベース上面２００ａにタッチすると、
指とスライド操作検出用タッチ電極１５０との間に静電容量Ｃ２が形成され、上記の交流
電圧により交流電流が指を介して通電する。これにより、スライド操作検出用タッチ電極
１５０の交流信号の振幅は低下する。この電圧信号をアンプ４３０Ｂで増幅し、ＢＰＦ通
過後に整流して、ＬＰＦにより直流信号として、指タッチにより変化した検出信号Ｖｓ２
が出力される。尚、この検出信号Ｖｓ２は、長尺方向の接触位置によって変化する。
【００２７】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置の並行平板モデルを示す図であ
る。例えば、操作者の手指である検出対象物１１０とスライド操作検出用タッチ電極１５
０との間の距離をｄ、対向面積をＳとすると、
静電容量Ｃは、Ｃ＝ε０εｒ・Ｓ／ｄで算出できる。
ここで、真空の誘電率：ε０、ベースパネル２００の比誘電率：εｒである。
【００２８】
　図１に示すように、左端部を基準として右方向（Ｘプラス方向）にＸをとると、Ｘ＝Ｘ
１の位置で電極間の距離はｄ１であり、Ｘ＝Ｘ２の位置で電極間の距離はｄ２である。そ
の間は直線的に形成されている。従って、ベース上面２００ａを操作者が指でスライド操
作すると、指とスライド操作検出用タッチ電極１５０の距離は、ｄ１からｄ２の間で変化
する。従って、検出される静電容量Ｃは、上式により接触（近接）位置に応じて変化する
ことになる。
【００２９】
　尚、上記示した静電容量Ｃは、検出信号Ｖｓ１、Ｖｓ２に基づいて演算により算出する
ことができる。回路定数等の設定あるいは演算時の定数等を調整するキャリブレーション
を実施することが好ましい。
【００３０】
　図５は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置の検出容量と横軸時間との関係
を示すグラフである。操作者が指を入力センサ部５０の左端部の上方向からベース上面２
００ａに向けて近接させ、接触した状態で右方向にスライド操作し、右端部で指を上方向
に離間していく場合の検出容量の変化を示すものである。すなわち、操作者が左端部にお
いて指を上方向からベース上面２００ａに向けて接近させ接触させると検出容量は最大値
Ｃ１まで増加し、その左端部から指を接触させたまま右方向にスライド操作すると検出容
量は距離ｄの変化に従って徐々に低下し、右端部で検出容量がＣ２になる。操作者が右端
部において指を上方向に向ってベース上面２００ａから離間していくと検出容量がＣ２か
らさらに低下していく。
【００３１】
　図５において、実線で示すものがスライド操作検出用タッチ電極１５０によるスライド
電極検出容量である。一方、破線で示す矩形状の信号が接触検出用タッチ電極１００によ
る接触判定結果であり、Ｈｉレベルが接触状態、Ｌｏレベルが非接触状態である。尚、検
出対象物のスライド操作検出用タッチ電極１５０への接触と近接の間に閾値を設定するこ
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とにより、このＨｉレベルとＬｏレベルを適切に設定でき、接触または非接触の状態を判
定できる。
【００３２】
（タッチ操作方向の検出）
　図６は、本発明の第１の実施の形態に係る静電入力装置のタッチ操作方向の検出フロー
チャートである。このフローチャートは、静電入力装置１０の入力センサ部５０にタッチ
入力がされたときの、タッチによるスライド方向を検出するサブルーチンを示している。
【００３３】
　タッチ入力がされると、検出制御部に入力される検出信号Ｖｓ１により、まず接触容量
検出部４８２が電極容量を検出する（Ｓｔｅｐ１）。
【００３４】
　次に、検出対象物、例えば、操作者の手指が接触検出用タッチ電極１００に接触すると
検出信号Ｖｓ１が変化し、接触判定部４８４により接触の有無を検出する（Ｓｔｅｐ２）
。接触があったと判定された場合はＳｔｅｐ３へ進み、接触があったと判定されない場合
はメインルーチンへ戻って本フローを終了する。
【００３５】
　スライド操作検出用タッチ電極１５０により、初期容量を取得しているかいないかを判
定する（Ｓｔｅｐ３）。未取得の場合はＳｔｅｐ４へ進み、取得済みの場合はＳｔｅｐ５
へ進む。
【００３６】
　スライド操作検出用タッチ電極１５０から入力される検出信号Ｖｓ２に基づきスライド
容量検出部４８１にて初期容量の検出を行なう（Ｓｔｅｐ４）。初期容量を取得した後は
、メインルーチンに戻り、スライド操作等による次のタッチ入力待ち状態となる。
【００３７】
　既に初期容量が取得されている場合には、スライド操作検出用タッチ電極１５０から入
力される検出信号Ｖｓ２に基づきスライド容量検出部４８１にて現在容量の検出を行なう
（Ｓｔｅｐ５）。
【００３８】
　次に、初期容量と現在容量の比較をスライド入力位置判定部４８３にて行なう（Ｓｔｅ
ｐ６）。初期容量と現在容量を比較し、初期容量よりも現在容量の方が大きい場合はＳｔ
ｅｐ７へ進み、初期容量よりも現在容量の方が小さい場合はＳｔｅｐ８へ進む。
【００３９】
　初期容量よりも現在容量の方が大きい場合は、Ｘプラス方向検出がされ、これに対応す
る信号が通信制御部４８５から車両通信バス５００を介して出力され、車両システム６０
０（例えば、オーディオ装置、エアコン装置、カーナビ装置等）が遠隔制御される（Ｓｔ
ｅｐ７）。
【００４０】
　初期容量よりも現在容量の方が小さい場合は、Ｘマイナス方向検出がされ、これに対応
する信号が通信制御部４８５から車両通信バス５００を介して出力され、車両システム６
００（例えば、オーディオ装置、エアコン装置、カーナビ装置等）が遠隔制御される（Ｓ
ｔｅｐ８）。
【００４１】
　Ｓｔｅｐ７またはＳｔｅｐ８によりスライド操作方向に対応した出力信号を送出した後
は、一旦メインルーチンへ戻って本フローを終了する。
【００４２】
（本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置）
　図７（ａ）は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置の入力センサ部の全体斜
視図であり、図７（ｂ）は、入力センサ部を上方向からみた上平面図である。第１の実施
の形態と異なるのは、接触検出用タッチ電極１００の上部に表面保護パネル２４０が設け
られていることである。また、スライド操作による検出位置の増減を示すような意匠マー
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ク２３０が表面保護パネル２４０のパネル上面２４０ａに施されている。図７（ｂ）にお
いて、左側のマークの幅Ｗ３が徐々に大きくなり右端でのマーク幅Ｗ４で最大となるよう
にされている。その他の構成は、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００４３】
　図８は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置において、左端部を基準として
右方向（Ｘプラス方向）にＸをとったときの、位置（距離）及びその位置での電極間距離
を示す説明図である。
【００４４】
　図８に示すように、接触検出用タッチ電極１００（スライド操作検出用タッチ電極１５
０）の左端部を基準として右方向（Ｘプラス方向）にＸをとると、パネル上面２４０ａか
らスライド操作検出用タッチ電極１５０までの距離は、Ｘ＝０の位置でｄＡ、Ｘ＝Ｌの位
置でｄＢである。また、任意の位置、Ｘ＝ＬＸでの距離はｄＴである。また、それぞれの
位置での静電容量をＣＡ、ＣＢ、ＣＸとする。一方、パネル上面２４０ａから接触検出用
タッチ電極１００までの距離は、ＸによらずＤＴであり、そのときの静電容量はＣＴであ
る。
【００４５】
　第１の実施の形態で説明したのと同様に、静電容量はつぎのようになる。尚、操作者の
手指である検出対象物１１０と接触検出用タッチ電極１００及びスライド操作検出用タッ
チ電極１５０との間の対向面積Ｓは一定とする。
ＣＴ＝ε０εｒ・Ｓ／ｄＴ

ＣＸ＝ε０εｒ・Ｓ／ｄＸ

これより、ｄＸ＝ｄＴ・（ＣＴ／ＣＸ）
【００４６】
　ここで、任意の位置ｄＸは、図８に示したＡ点とＢ点との比例計算から次のように求め
ることができる。
ＬＸ＝Ｌ・（ｄＸ―ｄＡ）／（ｄＢ―ｄＡ）
上式に、ｄＸ＝ｄＴ・（ＣＴ／ＣＸ）を代入すれば、
ＬＸ＝ｄＴ・Ｌ／（ｄＢ―ｄＡ）・（ＣＴ／ＣＸ）―ｄＡ・Ｌ／（ｄＢ―ｄＡ）
上式において、第１項は既知のｄＴ・Ｌ／（ｄＢ―ｄＡ）と測定値により求まる（ＣＴ／
ＣＸ）の積であり、第２項は既知の―ｄＡ・Ｌ／（ｄＢ―ｄＡ）である。従って、ＣＴ及
びＣＸの測定により、任意のタッチ位置ＬＸが求まる。
【００４７】
（タッチ位置の検出）
　図９は、本発明の第２の実施の形態に係る静電入力装置のタッチ位置の検出フローチャ
ートである。このフローチャートは、静電入力装置１０の入力センサ部５０にタッチ入力
がされたときの、タッチによる位置を検出するサブルーチンを示している。
【００４８】
　タッチ入力がされると、検出制御部に入力される検出信号Ｖｓ１により、まず接触容量
検出部４８２が静電容量を検出する（Ｓｔｅｐ１１）。
【００４９】
　次に、検出対象物、例えば、操作者の手指がパネル上面２４０ａにタッチして接触検出
用タッチ電極１００に近接すると検出信号Ｖｓ１が変化し、接触判定部４８４により接触
の有無を検出する（Ｓｔｅｐ１２）。タッチ（近接）があったと判定された場合はＳｔｅ
ｐ１３へ進み、タッチ（近接）があったと判定されない場合はメインルーチンへ戻って本
フローを終了する。
【００５０】
　スライド操作検出用タッチ電極１５０から入力される検出信号Ｖｓ２に基づきスライド
容量検出部４８１にて静電容量ＣＸの検出を行なう（Ｓｔｅｐ１３）。
【００５１】
　前述のＬＸを求める式により、測定値に基づいてタッチ操作位置の算出を行なう。Ｓｔ
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ｅｐ１１で検出した接触検出用タッチ電極１００の静電容量ＣＴとＳｔｅｐ１３で検出し
たスライド容量検出部４８１にて静電容量ＣＸの２つの測定値に基づいて算出する。この
求められた位置信号ＬＸは通信制御部４８５から車両通信バス５００を介して出力され、
車両システム６００（例えば、オーディオ装置、エアコン装置、カーナビ装置等）が遠隔
制御される（Ｓｔｅｐ１４）。この位置信号を送出した後は、一旦メインルーチンへ戻っ
て本フローを終了する。
【００５２】
（本発明の実施の形態の効果）
　本発明の実施の形態によれば、次のような効果を有する。
・　少ない検出電極数、すなわち接触検出用タッチ電極１００及びスライド操作検出用タ
ッチ電極１５０により、検出精度よく、スライド方向および位置の検出を可能とする静電
入力装置を提供することができる。これにより、ＩＣ化する際に、ポート数が低減できて
静電容量検出回路の規模を小さくできるので、コスト低減等も可能となる。
・　本発明の実施の形態では、接触検出用タッチ電極１００により操作者の手指である検
出対象物１１０の接触（タッチ）あるいは近接を判断し、この判断がされた場合にのみタ
ッチ操作方向の検出またはタッチ位置の検出を行なう。これにより、静電容量検出の精度
が向上し、確実なタッチ操作方向検出またはタッチ位置検出を行なうことが可能となる。
（３）接触検出用タッチ電極１００とスライド操作検出用タッチ電極１５０は、ベース上
面２００ａの法線方向（Ｎベクトル）に投影した状態で、図２（ｂ）に示すように、互い
に重ならずに所定の間隔Ｗ１を有して配置されている。これにより、少なくとも対向面積
が干渉しない構成とすることができ、測定される静電容量ＣＴと静電容量ＣＸの検出精度
が向上する。
（４）意匠マーク２２０は、接触検出用タッチ電極１００とスライド操作検出用タッチ電
極１５０に略等しい割合で跨ってベース上面２００ａ上に形成されている。これにより、
操作者の接触・近接操作は接触検出用タッチ電極１００とスライド操作検出用タッチ電極
１５０に均等になされ、静電容量検出の精度が向上する。
【００５３】
　尚、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々の態様において実施することが可能である。
【符号の説明】
【００５４】
１０　…静電入力装置
５０　…入力センサ部
１００…接触検出用タッチ電極
１１０…帯電体
１５０…スライド操作検出用タッチ電極
２００…ベースパネル
２００ａ…ベース上面
２００ｂ…ベース下面
２１０…支持パネル
２２０、２３０…意匠マーク
２４０…表面保護パネル
２４０ａ…パネル上面
４００Ａ、Ｂ…発振器
４１０Ａ、Ｂ…アンプ
４２０Ａ、Ｂ…負荷抵抗
４３０Ａ、Ｂ…アンプ
４４０Ａ、Ｂ…ＢＰＦ
４５０Ａ、Ｂ…整流器
４６０Ａ、Ｂ…ＬＰＦ
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４８０…検出制御部
４８１…スライド容量検出部
４８２…接触容量検出部
４８３…スライド入力位置判定部
４８４…接触判定部
４８５…通信制御部
５００…車両通信バス
６００…車両システム

【図１】 【図２】
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